
ロータシア製薬株式会社の「マヌカジンセン」の広告表示 
に対する差止請求（お試し価格表示差止請求事件） 

（１） 適格消費者団体による差止請求訴訟とは 

（２） 今回の請求の概要 

（３） 今回の提訴に至る経緯 

←の広告が今回差止請求の対象とされている
もの。 
 

消費者がみれば 
「初回１袋分だけ無料で試してみて、良い商
品だと思えば、２回目以降の購入も検討す
る。」と考えるような「お試し」表示 

 

しかし、実際の契約内容は 
初回分を契約した消費者は結局は合計２１
袋分を３万９６００円（税込）で購入する
ことを免れない（初回１袋分だけ試してみ
るということはそもそもできない。） 
 

→商品の取引条件について，実際のも
のよりも取引の相手方に著しく有利で
あると誤認される表示（有利誤認）に
該当する。 

 差止請求＝ 適格消費者団体（内閣総理大臣が認定）が、不当な勧誘や
不当な表示などの事業者の不当な行為をやめるように求める
ことができる制度  

①主位的請求 
対象となる商品を初回１袋分だけ無料（送料別）で購入可能であるかのように示す表示の停止 

②予備的請求 
対象となる商品が「無料」と表示されているすべての箇所の直前に、「無料」の表示の少なく
とも半分以上のポイントで，さらに２０袋３万９６００円（税込）で購入が義務付けられ最低
支払総額が３万９９００円（税込）となることを表示せずに、対象となる商品を初回１袋分だ
け無料（送料別）で購入可能であるかのように示す表示の停止 

「初回実質０円（送料のみ）」など通常価格よりも低価格で購入できることを強
調した広告をSNS等で見た消費者が「お試し」のつもりで注文したところ、実際
には４か月以上の継続が条件となっている定期購入だったため、支払総額が高額
となったというような「お試し」定期購入に関するトラブルが近年増加している。 
《国民生活センター「「お試し」のつもりが「定期購入」に⁉第２弾―健康食品等のネット通販では、契約

内容や解約条件をしっかり確認しましょう―」（2017年11月16日公表）等参照》 
 

京都消費者契約ネットワークはこれまでにも、お試し価格に関する不当表示の差
止請求を行ってきた。しかし、その後も、消費者を誤認させる同種の表示による
消費者被害はとどまらず、そのような表示に対する行政処分の執行も機能してい
るとは言えない状況にある。そこで、適格消費者団体として、事案を検討の上、
とりわけ不当性が高いと考えられた本件について差止請求を行うに至った。 


